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別添（付属資料）の位置づけ
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 本編（why, what）

どのような取組を
行うか

（指針=what）

どのような社会を
目指すのか

（基本理念=why）

 別添（付属資料）(how)

どのようなアプローチで
取り組むか

（実践=how）

はじめに

本編 別添

• 本編では、事業者がAIの安全安心な活用を行い、AIの便益を最大化するために重要な「どのような社会を
目指すのか（基本理念=why）」 及び「どのような取組を行うか（指針=what）」 を示しています

• 別添（付属資料）では、「具体的にどのようなアプローチで取り組むか（実践=how）」 を示しています



「AI事業者ガイドライン」の構成
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• 別添の記載内容は本編と対応しています。本編の読解や、具体的な行動を検討する際の解説書として
お使いください

はじめに

本編 別添

主体
共通

その他
参考資料

 第2部
AIにより
目指すべき社会
及び
各主体が取り組む
事項

 第1部 AIとは

 本編（why, what）

1. 第1部関連
[AIについて]

2. 第2部関連
[E.AIガバナンスの

構築]

A. AIに関する前提
B. AIによる便益/リスク

A. 経営層によるAIガバナンスの構築及び
モニタリング

B. AIガバナンスの事業者取組事例

 別添（付属資料）(how)

6. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照
する際の主な留意事項について

7. チェックリスト・ワークシート
8. 主体横断的な仮想事例
9. 海外ガイドライン等の参照先

主体別

 第3部 AI開発者に
関する事項

 第4部 AI提供者に
関する事項

 第5部 AI利用者に
関する事項

3. 第3部関連
[AI開発者向け]

4. 第4部関連
[AI提供者向け]

5. 第5部関連
[AI利用者向け]

A. 「第3部 AI開発者に関する事項」の解説
B. 「第2部」の「共通の指針」の解説
C. 広島AIプロセス「高度なAIシステムを開発す

る組織向けの広島プロセス国際行動規範」

A. 「第4部 AI提供者に関する事項」の解説
B. 「第2部」の「共通の指針」の解説

A. 「第5部 AI利用者に関する事項」の解説
B. 「第2部」の「共通の指針」の解説

A. 基本理念
B. 原則
C. 共通の指針
D. 広島AIプロセス「全てのAI関係

者向けの広島プロセス国際指針」
E. AIガバナンスの構築

※広島AIプロセス「高度なAIシステムを開発
する組織向けの広島プロセス国際行動規
範」も含む



別添1. 第1部関連 記載内容
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• 別添1では、AIに関する前提や、AIによる便益/リスクについて具体的に解説しています
• これらの解説を通じ、本ガイドラインの記載内容のより深い理解につなげることを目的としています

 A. AIに関する前提 B.AIによる便益/リスク

• AIの学習及び利用の流れ
– 一般的なAIの学習・利用の流れの把握

• AIシステム概要
– AIシステムのスコープ

• AIの開発から利用までのバリューチェーン
– 一般的なAI活用の流れにおける主体の対応

• AIシステム・サービスの例
– 代表的なAIシステム・サービス例と

それにかかわる各主体を具体化
• AI事業者のパターン

– 事業活用時のAIバリューチェーンを具体化
• データ提供者について

– 本ガイドラインでは対象外のデータ提供者の
定義等

• AIによる便益
– 主に利益を享受する最終利用者に焦点を

当てて記載
• AIによるリスク

– 代表的な事例（想定を含む）を記載
– リスクの体系的な分類案（技術的リスクと

社会的リスク）を記載
– 各リスク例に対応する主な共通の指針と、

事業者における対策の例を記載

別添1

本編 別添



別添1 A. AIに関する前提 主な記載内容
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• AIそのものやAIの活用場面、各主体の役割などについて更に理解を深めていただけるよう、 「AIシステム」「AI
事業者」「データ提供者」などの用語を具体例を交えつつ解説しています（以下は内容の抜粋）

 AIシステム・サービスの例 (抜粋)  AI事業者のパターン

別添1

本編 別添

ケース名 活用 AI 概要 
AI 

開発者 
AI 

提供者 
AI 

利用者 

業務外 

利用者 

採用 A  
I 

テキスト 

解析 

A 社グループのグローバル各社における人材採用部門が、

エントリーシートの書類選考を判断する際の参考情報と

して使用される AI サービスである。 

A 社 AI 開発部門は、AI 利用者である A 社人材採用部

門（海外グループ企業を含む）より過去のエントリーシート

データ及び合否判定（内定の判定）結果を受領し、機

械学習（分類モデル）で合否判定を支援する AI モデル

を作成している。  

A 社 

（開発部

門） 

Ａ社 

（システ

ム部門、

人材開発

部門） 

Ａ社グル

ープ 

（人材採

用部門） 

採用申込

者 

無人 

コンビニ 

画像 

解析 

全国のコンビニエンスストアチェーンを経営する J 社が提供

する画像認識 AI を活用した無人コンビニ（店内の客が

商品を取るだけで AI が代金を計算し、店外に出る際に

電子マネー等で一括決済ができるコンビニ）である。当

AI サービスには X 社で開発された無人コンビニ向けの AI シ

ステムを搭載している。  

X 社  J 社 

（AI シス

テム開発

部及びコ

ンビニ事

業部） 

コンビニ店

舗 

コンビニ 

利用客 

がん 

診断 AI 

テキスト・

画像解

析 

マルチモーダル学習を使用しており、「本人の病歴・遺伝等

に係る情報（データ 1）」及び「内視鏡画像（データ

2）」を取込み、内視鏡での診察中にリアルタイムにがん

の可能性が高い部分をハイライトする。医師は出力画像

を観察して、がんの可能性があるか判断する。 

A 社が AI を開発しつつ、がん診断 AI システムを医療機関

に提供している。  

A 社 

（AI 開発

部門） 

A 社 

（医療 IT

サービス部

門） 

医療機関 

（システ

ム部門及

び消化器

内科） 

受診患者 

 



別添1 B. AIによる便益/リスク（AIによる便益）
主な記載内容
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• 便益を享受する最終利用者に焦点を当て、業種や業務ごとにAIによる便益を整理しています

別添1

本編 別添

従来から
存在する
便益の例

生成AIで更に
向上
（一部AIエージェ
ントやフィジカルAI
で更に向上）

販売 物流・流通 顧客対応 法務 ファイナンス開発 マーケティング

職務経歴書
等に基づいた
人材需要
マッチング

類似コード・
データの抽出・
検証

データに基づい
たパーソナライ
ゼーション広告

チャネル別、
ニーズ別の
売上予測

配送ルート
最適化

顧客の成約・
解約率予測

法務文章の
レビュー

過去実績に
もとづいた
将来予測、
不正検知

給与計算等
の自動化

コード検証、
ドキュメント
作成の
自動化

広告用メール
の自動配信

受注後の
対応メール等
の自動発信

需要予測に
基づく生産・
在庫数
最適化

チャットボットに
よる自動対応

翻訳 財務諸表の
自動作成

生成AI、AI
エージェント、
フィジカルAI
特有の
便益の例

AI採用アシス
タント（面接・
評価）

学習データの
生成

販売促進
(マーケティング
素材・キャッチ
コピー等)の
自動作成

営業トークス
クリプトの
自動作成

物流条件
交渉の
アシスタント

対応内容の
自動生成、
要約

規定に
基づいた
契約書ドラフト
の自動生成

経費精算アシ
スタント（自
動仕訳、申請
レビュー、証憑
取得等）

人事

パーソナライズ
されたキャリア
プラン提案

コーディングア
シスタント
（コード生成、
不具合の自
動修正等）

投稿から分析
までを自律的
に行うSNS運
用エージェント

店頭ロボットに
よる自動接
客・販売

自律搬送ロ
ボット・ドローン
による自動配
送

過去の問合わ
せ内容に基づ
いたFAQ自動
作成

類似事例検
索及び重要
判例の自動
要約

投資レポート・
市場分析の
自動生成



別添1 B. AIによる便益/リスク（AIによるリスク）
主な記載内容
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別添1

本編 別添

• AIによるリスクを、事業者ができる限り網羅的に把握し対策を検討できるよう、体系的に整理しました

ハルシネーション等による誤った出力
バイアスのある出力、一貫性のない出力等
データ汚染攻撃等のAIシステムへの攻撃

ブラックボックス化、判断に関する説明の不足
個人情報の不適切な取扱い等
生命等に関わる事故の発生

差別的出力
過度な依存

金銭的損失
機密情報の流出
労働者の失業

偽・誤情報等の流通・拡散
資格等の侵害

民主主義への悪影響

知的財産権等の侵害
悪用

フィルターバブル及びエコーチェンバー現象
多様性・包摂性の喪失

バイアス等の再生成

データや利益の集中

エネルギー使用量及び環境の負荷

リスク例

学習及び入力段階のリスク

出力段階のリスク

事後対応段階のリスク

倫理・法に関するリスク

経済活動に関するリスク

情報空間に関するリスク

環境に関するリスク

中分類

技術的リスク
(＝主にAIシステム特有の

もの)

社会的リスク
(＝既存のリスクがAIにおい
ても発生又はAIによって増

幅するもの)

大分類

・下表はAIのリスクを網羅したものではなく、想定に基づく事案も含んでおり、あくまで一例として認識することが期待される
・下表には政府等の公的機関も含めた社会全体での対応・議論が必要となるリスクも含まれる



別添1 B. AIによる便益/リスク（AIによるリスク）
主な記載内容

8

別添1

本編 別添

• さらに、事業者におけるリスクへの対策の検討に結び付けるべく、各リスクに対応する主な共通の指針と、
事業者における対策の例を記載しました*1

*1:主体ごとの対応策や具体的な手法等については、本編第３部～第５部の該当部分ならびに別添３～５の該当部分を参照してください



別添2. 第2部 [E.AIガバナンスの構築]関連
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• 別添2では、AIガバナンスの構築のための「行動目標」、「実践のポイント」及びそれに対応する仮想的な
「実践例」、実際の企業等の取組事例を掲載しています

• 各事業者が、AIガバナンスの構築のための検討を、具体例を参考にしつつ実施できるようにしています

B.AIガバナンスの構築に関する実際の取組事例 A.経営層によるAIガバナンスの構築及びモニタリング

• 行動目標
– 一般的かつ客観的な目標を記載

• 実践のポイント
– AIガバナンスに関連する国内外ガイドライン

やISO等の要素も取り入れ

• 実践例
– 仮想事例に基づく事例を記載
– 生成AI等の最新動向への対応事例も

織り込み

• 実際の取組事例
– AIガバナンスの

取組事例について、11団体分（10企業、1
自治体）をコラム化

– AIガバナンスを推進するにあたり、多くの
企業がつまづく観点を記載

別添2

本編 別添

コラム記載企業一覧（掲載順）
• 株式会社ABEJA
• NECグループ
• 東芝グループ
• パナソニックグループ
• 富士通グループ
• ソフトバンク株式会社
• NTT DATA
• Ubie株式会社
• 神戸市
• IBM
• Amazon Web Services



別添2 A. 経営層によるAIガバナンスの構築とモニタリング
主な記載内容
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• ガバナンスの行動目標の意義を理解し活用することで、AIガバナンスの構築に役立ちます

行動目標 ※ 「3-1-1」のように更に細分化されているものもあり分類

1-1 便益/リスクの理解
1-2 AIの社会的な受容の理解
1-3 自社のAI習熟度の理解

1. 環境・リスク分析

2-1 AIガバナンス・ゴールの設定2. ゴール設定

3-1 ゴールと乖離の評価及び乖離対応の必須化
3-2 AIマネジメントの人材のリテラシー向上
3-3 各主体間・部門間の協力によるAIマネジメント強化
3-4 予防・早期対応による利用者のインシデント関連の負担軽減

3. システムデザイン

4-1 AIマネジメントシステム運用状況の説明可能な状態の確保
4-2 個々のAIシステム運用状況の説明可能な状態の確保
4-3 AIガバナンスの実践状況の積極的な開示の検討

4. 運用

5-1 AIマネジメントシステムの機能の検証
5-2 社外ステークホルダーの意見の検討

5. 評価

6-1 行動目標1-1～1-3の適時の再実施6. 環境・リスクの再分析

別添2

本編 別添



別添2 A. 経営層によるAIガバナンスの構築とモニタリング
構成
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行動目標
• 事業者が取り組むことが重要となる一般的かつ客観的

な目標を提示
• 各事業者の方針検討の際の材料となる

実践のポイント
• 上記の行動目標の実行のために重要となる事項や留意

点を要約
• 各事業者が具体的な取組内容を検討する際の材料と

なる

実践例
• 仮想的な実践例を記載
• 具体的な取組イメージを持つことで、各事業者が行動に

つなげやすくする

 行動目標1-1【便益/リスクの理解】:
 各主体は、経営層のリーダーシップの下、AIの開発・提供・利用の目的を明確化したうえで、AIから
得られる便益だけではなく意図しないリスクがあることについて、各主体の事業に照らして具体的に
理解し、これらを経営層に報告し、経営層で共有し、適時に理解を更新する。

 （実践のポイント）
 [実践のポイント]
 各主体は、経営層のリーダーシップの下、以下に取り組む。

• 事業における価値の創出、社会課題の解決等のAIの開発・提供・利用の目的を明確に
定義

• 自社の事業に結びつく形で、「便益」及び意図せざるものを含めた「リスク」を具体的に理解
• その際に、回避すべき「リスク」及び複数主体にまたがる論点に留意し、バリューチェーン/リスク

チェーン全体で便益を確保、リスクを削減
• 迅速に経営層に報告/共有する仕組みを構築

 ・
 ・
 ・

 [実践例]
 【実践例 i:便益・リスクの把握】
 各主体は、経営層のリーダーシップの下（担当役員又は現場に一任するのではなく、経営層自ら
が主導することを通じて実施することも含む、以下同様）、便益だけではなくリスクについても検討し、
 ・
 ・
 ・

• 各「行動目標」に対し、「実践のポイント」及び「実践例」を整理しています
• 採用するAIの種類やリスクの程度に応じて参照することで、AIガバナンスの検討が可能となります

別添2

本編 別添

別添 記載内容 解説



別添3～5. 各主体向け
主な記載内容
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• 別添3～5では、各主体向けに、本編の詳細な解説を掲載しています
• 本編と合わせて活用することで、本編の内容に関する具体的なアプローチを参照し、検討することができます

• ポイント
– 本編記載事項に加え、重要となる観点を補足

• 具体的な手法
– 他のガイドライン等を参照しつつ、具体的に解説

• 参考文献
– 参考となる他の文献を記載

（例）
 デジタル庁 「データ品質ガイドブック（β版）」 （2021年6月）
 国立研究開発法人産業技術総合研究所 「機械学習品質マネジメント

ガイドライン 第4版」 （2023年12月）
 AIプロダクト品質保証コンソーシアム 「AIプロダクト品質保証ガイドライン

2025.04版」 （2025年4月）
 NIST, “AI Risk Management Framework Playbook” （2023年1月）
 欧州評議会 「人権、民主主義及び法の支配の観点からのAIシステムに関す

るリスク・影響評価手法（HUDERIA）」 （2024年11月）

 A. 本編「第3～5部」の解説 B.本編「第2部」の
「共通の指針」の解説

別添3～5

本編 別添

C.広島AIプロセス
「高度なAIシステムを開発する組織向け

の広島プロセス国際行動規範」
※別添3. AI開発者向けのみ



別添3～5. 各主体向け
構成

• 各主体の重要事項に対して、「ポイント」、「具体的な手法」、「参考資料」を以下の構成で掲載しています

ポイント
• 本編記載事項に加え、

重要観点を補足

具体的な手法
• 他のガイドライン等を

参照しつつ具体的に
解説

参考文献
• 「ポイント」や「具体的な

手法」の参照元を記載

本編の記載内容を再掲

本編の
第3~5部に
対応する解説

本編 第2部に
対応する解説
「共通の指針」に
関する各主体の
具体的なアプローチ

別添3～5

本編 別添

13

別添 記載内容 解説

[参考文献] 

1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所 「機械学習品質マネジメントガイドライン 第 4 版」 （2023 年

12 月） 

2. NIST, “AI Risk Management Framework Playbook” （2023 年 1 月） 



別添6. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を
参照する際の主な留意事項 概要
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• 別添6では、2018年6月に初版が策定・公表された「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」について、
AIの開発・利用に関する状況の変化及び新たな技術の進歩に伴う、2026年3月時点での参照時の留意
点を掲載しています

• 契約を通じて当事者間の権利及び義務を明確に定めることで、AIに関する取引を円滑に進め、これらに
伴う無用な紛争を予防できます

AI・データの
利用に関する契約

ガイドライン

諸外国の動向

別添6「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照
する際の主な留意事項

 契約ガイドライン公表後の状況の変化を考慮すべき事項として、以下
の内容等について記載
(1)契約モデルの多様化について

– AIの利用・開発に関する契約は大きく以下の3類型に分類でき、それぞ
れの類型に応じて、留意するべき契約事項や交渉上の論点も異なる。

– 類型１:汎用的AIサービス利用型
– 類型２:カスタマイズ型
– 類型３:新規開発型

(2)複雑なバリューチェーンの下でのリスク分配について
– バリューチェーンの多様化・複雑化に伴う個別の

状況に応じた責任分配の在り方の検討

(3)責任分界とアカウンタビリティについて
– 事故発生リスクとの関係では、契約上、①新たな類型のリスクの整理、

②合理的な説明の実施、③客観的な根拠の提示等が重要となる

別添6

本編 別添

新技術の台頭

AIの利用・開発に関する
契約チェックリスト



別添7. チェックリスト・ワークシート
概要
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• 別添7では、AIによるリスクを抑えつつ便益を享受するための取組の立案・実践を確実に推進できるよう、
「チェックリスト」及び「具体的なアプローチのためのワークシート」を用意しています

 本編・別添を読んでAIガバナンスの
重要性や、各事業者に期待され
ることを理解する

「チェックリスト」を活用し、
本編・別添についての各主体の
取組(What)を確認する

「具体的なアプローチ検討のための
ワークシート」を使用し、
各事業者の具体的なアプローチ
(How) を検討する

 本編・
別添1～5（付属資料） チェックリスト 具体的なアプローチ検討の

ためのワークシート

別添7

本編 別添

※ 各事業者の事業内容やAIポリシー/AI規定等の状況に合った独自のチェックリスト・ワークシートを作成の
上、有効活用することも重要となります（ワークシートについては掲載されている項目を必ずしも全て採用
する必要はなく、自社に必要な項目を判断の上、活用する事が有効です）。



• 「別添7 Aチェックリスト[全主体向け]」は、全ての事業者が各自の取組状況の概観を確認するためのものです
• また、必要に応じ「別添7 Bチェックリスト[第2部D. 広島AIプロセス「全ての AI 関係者向けの広島プロセス国

際指針」]」もご活用ください

• チェック項目は本編
の要約を記載

• チェックすることで、
各自の取組状況を
概観

• 具体的な実践内容
の検討に、「別添7C
具体的なアプローチ
のためのワークシー
ト」を活用
(活用方法次頁)

別添7

本編 別添
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別添7. チェックリスト
活用方法



別添7. 具体的なアプローチ検討のためのワークシート
活用方法

• 本ガイドラインの記載内容に関して、具体的なアプローチを検討する際に重要となる事項を記載しています
• 事業者の事業内容及び置かれた状況等に応じ、各自でカスタマイズして活用することを前提としています

• 具体のアプローチを
検討する際に重要にな
る事項が記載されて
おり、事業者が各自で
カスタマイズする際の
リファレンスとなる

• 事業者の事業内容や
置かれた状況等に応じ、
各自でカスタマイズし
て活用する

• 活用の前に、実施
責任者等を決定する

• 「見直し日」も検討・
記載することで定期的
な更新を行う

別添7

本編 別添
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別添8. 主体横断的な仮想事例
概要
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• 別添8.では、本ガイドラインに沿って、AI開発者、AI提供者、AI利用者が重要事項の検討を行った場合の
「主体横断的な仮想事例」を掲載しています

• 本ガイドラインの内容を実際に落とし込む際の具体的なイメージをつけ、各主体間での連携が重要になるポ
イントを明確化することが可能となります

別添8

本編 別添



別添9. 海外ガイドライン等の参照先
概要
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• 別添9.では、本ガイドラインにおいて参考とした海外ガイドラインについて記載するとともに、それらの参照箇
所を整理しています

別添9

本編 別添

参考とした主なガイドライン等

• Advancing accountability in AI（AIにおけるアカウンタビリティの高度化）（2023年2月、OECD）

• Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework（広島AIプロセス）（2023年12月、G7）

• Artificial Intelligence Risk Management Framework（AI RMF 1.0）（2023年1月、NIST）

• CYBERSECURITY FRAMEWORK（CSF）（2018年4月、NIST）

• Blueprint for an AI Bill of Rights（AI権利章典）（2022年10月、THE WHITE HOUSE）

• Artificial Intelligence Act（EU AI Act）（2024年8月、EU）

• Guidelines for secure AI system development（セキュアAIシステム開発ガイドライン）（2023年11月、NCSC）

• ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI（信頼性を備えたAIのための倫理ガイドライン）（2019年4月、EU）

• Guidelines for privacy impact assessment（PIAガイドライン）（ISO）

• Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence（AI倫理勧告）（2021年11月、UNESCO）

①OECD
AIにおけるアカウンタビリティの高度化

②G7
広島AIプロセス

③米国
NIST AI RMF 1.0

はじめに - 別添.はじめに -

A.AIに関する前提
AI terms & concepts (OECD AI
Principles overview)

高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プ
ロセス国際行動規範（2023年10月, 広島AIプ
ロセスに関するG7首脳声明）

B.AIによる便益/リスク

A.基本理念 - -
B.原則 - -

C.共通の指針 - -
概要版「各主体に共通の指針」にて広島AIプロ
セス包括的政策枠組み(2023年12月, 広島AI
プロセスG7デジタル・技術閣僚声明)を引用

・3.4 Accountable and Transparent
・5.3 Measure

概要版「各主体に共通の指針」にて引用

D.広島AIプロセス「全ての AI
関係者向けの広島プロセス国際
指針」

- -

広島AIプロセス包括的政策枠組み II. 全ての
AI関係者向け及び高度な AI システムを開発す
る組織向けの広島プロセス国際指針(2023年
12月, 広島AIプロセスG7デジタル・技術閣僚
声明)

A.経営層によるAIガバナンス
の構築及びモニタリング

・5.3 Measure
・3.5 Explainable and Interpretable(以下
を引用)
Four Principles of Explainable Artificial
Intelligence (Draft)(2020年8月, NIST)
・2. Four Principles of Explainable AI

B.AIガバナンスの構築に関す
る実際の取組事例

第２部 AIにより目指すべき社
会及び各主体が取り組む事項

E.ガバナンスの構築
別添2.「第2部E.AIガバナンス
の構築」 関連

AI事業者ガイドライン本編 AI事業者ガイドライン別添

第１部 AIとは - 別添1.第1部関連


